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かんとう保全ニュース
＜TOPICS＞
１．給⽔管の⽼朽化について
２．令和３年度保全業務労務単価について
３．新年度に向けた保全業務の整理について

１．給⽔管の⽼朽化について
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⾼度経済成⻑期に整備された⽔道管の⽼朽
化が問題になっており、⽔道管の破裂や断⽔
などの事故が、平成２９年度では全国で２万
件以上発⽣しております。

道路等に埋設された⽔道管だけでなく、敷
地内や建物内の給⽔管においても同様に⽼朽
化が進んでいます。給⽔管の更新周期は、お

およそ30年となっていますので、1990年（平
成2年）以前に建てられた庁舎の給⽔管につ
いては、更新時期です。

今回は⽼朽化した給⽔管について、事例を
交えながら解説します。

⽼朽化した給⽔管

左上の写真は、1973年に建てられた建物の
給⽔管です。中央の写真は、拡⼤したもので、
内部に⻩銅⾊の錆が発⽣しているのが分かり
ます。これは「錆こぶ」と呼ばれるものです。
錆こぶは、⾚⽔（蛇⼝から錆が混ざった⽔）
や、管路を閉塞し配管破裂の原因となります。

右上の写真は、別の管の切断⾯の写真です。
中央の写真と⽐較すると、錆こぶが発⽣して
いません。これは、「塩化ビニルライニング
鋼管」を使⽤しているためです。管路の内側
を塩化ビニルでライニング（コーティング）

されているため、錆が発⽣しにくくなります。
また、古い建物は給⽔管に塩化ビニルライ

ニング鋼管を使⽤していても、配管の継ぎ⼿
部分は使⽤していない場合があります。この
場合、配管の継ぎ⼿部分に錆コブが発⽣し、
⾚⽔や漏⽔の原因となりますので注意が必要
です。

給⽔管
腐⾷状況

塩化ビニルライニング鋼管

内側に錆こぶが
発⽣している

内側に錆こぶが
発⽣していない
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３． 新年度に向けた保全業務の整理について

①年度保全計画

施設管理で定期的に実施する点
検や清掃等の年間スケジュール
です。
毎年作成し、確実
に実施するように
しましょう。

４⽉は⼈事異動のために担当者がかわることが多い時期です。次の担当者へ
保全業務を円滑に引継ぐためには、⽇頃の資料整理が不可⽋です。

引継ぎによくあるトラブル

・引継ぎ不⾜による継続事項の不履⾏
・図⾯、申請書類などの重要書類の紛失
・故障・修繕履歴など記録の紛失

事故・不具合・災害等の緊急対応
が困難になり、庁舎の機能が維持
できない︕︕

そうならないために、引継ぎに必要な情報は整理しておきましょう。

BIMMS-Nの引継ぎ
（ＩＤ，パスワード）
も忘れずに︕

左の写真は、1990年頃に施⼯された埋設給⽔管か
らの漏⽔を修繕した状況の写真です。⽔道の使⽤量
が、前⽉よりも４倍近くあったため、漏⽔の疑いが
ありました。当初は建物内部での漏⽔の可能性を調
べていましたが、原因が特定できませんでした。し
かし、地⾯から⽔が噴き出しているのを発⾒したた
め、埋設給⽔管から漏⽔していることが判明しまし
た。埋設給⽔管は⽬視できないため、漏⽔箇所の特
定が⾮常に困難であり、発⾒が遅れます。⽼朽化に
よる給⽔管の破損は、突然起こりますので、３０年
以上経過している施設は、更新の検討が必要です。

埋設配管からの漏⽔

２． 令和３年度保全業務労務単価について
令和３年度の建築保全業務労務単価が、国⼟交通省のホームページに掲載されました。来年度の
保全業務費の算定に⽤いる単価としてご活⽤ください。
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.html 
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ご連絡いただいている保全担当者様に変更がございましたら、担当の営繕事務所等までお知らせ下さい。

編集事務局
国⼟交通省 関東地⽅整備局 営繕部 保全指導・監督室 保全担当
〒330-9724 さいたま市中央区新都⼼2-1 Tel 048-600-1357
ご要望等がありましたら、担当の営繕事務所等にご連絡下さい。

国家機関の建築物等で保全に関する重⼤な事故・故障が発⽣しましたら下記までご報告願います。
営繕部調整課 Eメール: ktr-eizen-jiko01★gxb.mlit.go.jp （電話） 048-600-1355 (Fax）048-600-1396

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

営繕部保全指導・監督室 http://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/ （電話） 048-600-1357 （Fax） 048-600-1397
東京第⼀営繕事務所 http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo1ez/ （電話） 03-3363-2694 （Fax） 03-3367-8796
東京第⼆営繕事務所 http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo2ez/ （電話） 03-3531-6550 （Fax） 03-3531-6995
甲武営繕事務所 http://www.ktr.mlit.go.jp/koubuez/ （電話） 042-529-0011 （Fax） 042-529-0014
宇都宮営繕事務所 http://www.ktr.mlit.go.jp/utsunomiyaez/ （電話） 028-634-4271 （Fax） 028-632-6229
横浜営繕事務所 http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohamaez/ （電話） 045-681-8104 （Fax） 045-224-8974
⻑野営繕事務所 http://www.ktr.mlit.go.jp/naganoez/ （電話） 026-235-3481 （Fax） 026-235-8713

官庁施設の保全情報

⽀障がない状態の確認⽤
チェックリスト、保全
ニュースなどの保全情報

④完成図等の保管先リスト
⑤申請・届出書類リスト

完成図、保証書等の書類、官公署へ提出し
た書類等については保管場所を決めて、リ
ストを作成しておきましょう。

②中⻑期保全計画

屋上防⽔や外壁改修、設備の更新な
どの更新予定時期と⾦額を⽰したも
のです。
改修後に更新し、または⽬安として
５年毎に更新しましょう。

③保全台帳の整備

点検結果、修繕・更新・事故等の履歴を整
理し、管理しましょう。

⑥関係者連絡先リスト

保守管理、⼯事関係、メーカー、電気、⽔
道、ガス、各通信、契約先のリスト化。
（併せて電気室・機械室等の諸室へ掲⽰）

建築物の各部位

各年で必要となる修繕費の⼤まかな⾦額

⑦施設管理の重要事項

施設の特性による注意点など、緊急
時の対応や、不具合の⼀因となる事
象などをまとめておきましょう。

修繕履歴

点検及び確認記録


